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必要性

Ⅰ（積極的
推進）

総合計画
での位置
付け

施策

6

2

1

公共関与の妥当性がある
社会経済情勢の変化等に適合し、その課題解決に効果がある

市裁量がない事業（⇒Ａ評価とする）

重点事業区分市民が主役の市民と行政が協働するまちづくり

健全な行財政運営の仕組づくり

行財政改革の推進
暮らしいきいき

全て

１
以上

なし

第二次下野市総合計画の施策体系と事業目的に整合性があり、
意図する結果につながる

要件（３項目）

廃止

○

効率性

公共施設のあり方においては、社会情勢の変化や、合併前に旧町で整備された類似施設
の問題等があり、今後、所管課で機能集約等を検討のうえ個別施設計画を策定し、公共
施設マネジメント推進委員会では、それら個別計画を基に全庁的な機能集約化や用途変
更等について検討し、施設の維持管理・点検の推進を図っていきます。また、民間のシ
ステムを導入し、取組効果等の一元的把握体制を整備し、効率的なマネジメントを図る
こととしており、効率性は高いと考えます。以上のことから、効率性をＡとしました。

３
以上

１
以上

なし

ソフト事業（要件：７項目）
事業の質を維持しつつ、事業費の削減や取組方法を見直す 補助金等の積極的な活用で最大の

成果となる方法を選択している

事業目的に見合う最適な事業
規模である

他事業との重複がない

同種・同目的事業との統合や簡略化を実施する

民間委託を実施する

継続実施

見直し実施

総合評価

○

事業推進方針判断に際しての３つの視点

事業概要

○下野市公共施設マネジメント推進委員会（副市長、関係部次長で構成）において、公共
施設等総合管理計画等の進行管理を行う。

事

業

内

容
公共施設等総合管理計画における財政負担の縮減目標

　今後３０年間で、公共施設等の更新及び大規模改修に係る経費の２０％を削減

過年度の事業実績
　【H30】「個別施設計画」を策定予定

今後の展開
　【H31】公共施設管理者向け簡易点検マニュアル策定を検討
　【H32】公共施設マネジメントシステムの導入により、取組効果等の一元的・効率的把握体制を
整備

他事業との連携
　・平成２９年度「下野市都市再構築プラン策定事業」で、石橋駅周辺公共用地（旧石橋総合病院
跡地及び石橋庁舎跡地）の利活用方針を策定
　・平成３０年度「石橋駅周辺公共用地利活用事業」で、老朽化した児童館及び公民館の機能を
導入した複合施設の建設に向けて、基本計画の策定を進めている。

そ
の
他

（
過
年
度
実
績
・
特
筆
す
べ
き
点

等

）

財
源

事
業
費
内
訳

国県支出金
０千円

地方債・その他
０千円

一般財源
１１６千円

年
度
別

平成３１年度

Ａ

Ｂ

Ｃ

事業区分

根拠法令
等

公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進について（Ｈ26.4.22　総財務第74号）

類型
区分

事業の休廃止（実施しない場合）の影響が大きい

市裁量がない事業（⇒Ａ評価とする）
Ｃ

Ｂ
本事業以外の解決策が見当たらない

１
以上

事務事業
番号

4

事務事業名 総合政策部公共施設マネジメント推進事業 総合政策課

事業目的

公共施設等の最適な配置を実現し、財政負担の軽減・平準化を図るため、平成２８年度に
策定した「下野市公共施設等総合管理計画」に基づき、個別施設ごとの長寿命化計画であ
る「個別施設計画」の策定や計画の進行管理を行う。

所管部課

現総合計画前期基本計画の本施策では、５年間で目指すべき姿を「行政運営の効率化に
よる健全財政のまちづくり」としており、公共施設全体について、真に必要な施設数に
絞り込み、最小の費用で効率的・効果的に活用するためのマネジメント体制を構築する
本事業の必要性は高いと考えます。人口減少や少子高齢化等の社会情勢において、市の
財政がより厳しくなることが予想され、また、多くの公共施設等が老朽化により今後更
新時期を迎えることとなることから、本事業では、公共施設等の質と量の適正化を図る
中で、建替えや改修及び維持管理の費用を確保し、市民サービスを低下させず、将来世
代に必要な施設の機能を維持していくための公共施設のあり方を検討していくこととし
ています。以上のことから、必要性をＡとしました。

○

○

Ｃ

Ｂ

Ａ

要件（３項目）
全て

市民サービスの維持・向上に寄与する

・計画進行管理
・簡易点検マニュ
アル策定検討

ソフト事業継続 事業の種類

平成２９年度
補助団体 ―

新規・継続 市裁量の有無 裁量あり

平成３０年度
・計画進行管理
・公共施設マネジ
メントシステム導
入

平成３２年度平成２８年度

将来世代に必要な施設の機能を維持していくためには、長期的視点に立って、現時点か
ら公共施設等の総合的かつ計画的な管理を進めていくことが重要であり、また、公共施
設等の老朽化は、利用者の安全・安心に影響を及ぼすため、計画的な改修・維持管理が
実施できる体制を事前に整備しておく必要があることから、本事業の緊急性は高いと考
えます。
以上のことから、緊急性をＡとしました。

なし

対
象
年
度

・普通旅費（セミナー参加交通費等）　　　　４５千円
・消耗品費（図書費、事務消耗品）　　　　　５１千円
・負担金（セミナー参加費）　　　　　　　　　　２０千円

受益機会・費用負担割合等が公平公正であり適正である

市民との協働で事業を実施している。あるいは実施できる

他自治体で実施されている水準と比較して適切である

管理業務等において、現在の取組手法から、さら
に効率性を図ることは困難である

ハード事業（要件：３項目）

緊急性

Ａ

事
業
計
画

事
業
費

６４千円 １１３千円 １１６千円 ３，１１６千円

・個別施設計画策
定検討

・個別施設計画策
定（予定）
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第１章 計画の目的・ 位置づけ等

下野市公共施設等総合管理計画《 概要版 》

Ⅴ.公共施設等の課題

１．公共施設（ ハコモノ） における主な課題

（ １） サービスの効率化と質の向上への取組の必要性

貸室の平均稼働率は27％前後となっていることか

ら、稼働率の向上策の検討が必要。

公民館、保健・福祉施設、コミュニティ関連施設は、

利用者の年齢層が比較的高い傾向にあり、高齢者向

けのサービス提供への配慮が必要。

児童館は、利用者の満足度が高い傾向にあり、引き

続き良好なサービスを提供していく ことが必要。

今後、人口減少や少子高齢化が見込まれ、社会情勢

の変化に合わせた提供サービスの検討が必要。

（ ２） 安全性の確保の必要性

新耐震設計基準施行（ 昭和56 年6 月）以前に建築された施設は39 施設で、耐震補強が未対応の施設は20 施設であ

り、耐震補強が未対応の施設は、早急に順次耐震化を進めていく必要がある。

学校、体育施設等の比較的大型で利用者の多い施設で老朽化が進んでおり、早急に対策の検討が必要。

２．都市基盤施設（ インフラ） における主な課題

施設類型ごとに整備時期が集中しており、将来の更新時期が集中することへの対応の検討が必要。

施設類型や施設種別によっては台帳未整備または紙ベースによる管理など不十分な面があるため、施設情報のデータベ

ース化の推進や、施設情報と点検・ 工事履歴の関連付けの検討が必要。

建設年度が不明の施設も多数あり、点検未実施のものもあることから、健全性の実態把握によって今後の維持管理のあ

り方を検討することが重要。

都市活動や生活基盤としての性質上、長寿命化等によるコストの縮減・ 平準化の必要性がある。
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[億円]

[年度]更新費 大規模改修費 道路 下水道 上水道 超過額

ハコモノ インフラ

ハコモノ： 年平均12. 3億円

インフラ： 年平均37. 2億円

全体： 年平均49. 5億円

（ 従来平均の約1. 2倍）

ハコモノ： 年平均15. 6億円

インフラ： 年平均29. 0億円

全体： 年平均44. 6億円

（ 従来平均の約1. 1倍）

ハコモノ： 年平均10. 9億円

インフラ： 年平均18. 9億円

全体： 年平均29. 8億円

（ 従来平均の約0. 7倍）

過去5年間（ H21～25年度） の
平均投資的経費； 40. 5億円

【 国勢調査推計値を基準人口にした将来人口推計結果】

【 中長期的な経費（ 更新費用）の見通し（ ハコモノ・インフラ）】

原則として市が保有する全ての公共施設等とする。分類は以下のとおり。

Ⅰ.計画の目的

Ⅱ.計画の位置付づけ

Ⅲ.計画期間

※社会情勢や財政状況の変化、市の公共施設等の状況を
見据え、概ね5 年ごとに見直し

Ⅳ.対象施設

【 公共施設等の分類】

分野（大区分） 施設類型

公共施設
（ハコモノ）

コミュニティ関連施設、保健・福祉施設、子育て支援施設、農業振興施設、市営住宅、公園施
設、消防・防災施設、学校教育施設、社会教育施設、文化施設、体育施設、庁舎等、その他

13類型

都市基盤施設
（インフラ）

道路、下水道、上水道 3類型

【「 インフラ長寿命化計画」 体系イメージ】

⇒下野市公共施設等総合管理計画は、効率的で効果的なマネジメントの実施によって質と量の適正化を図り、安全・
安心で持続可能な公共施設等のサービスの維持を実現することを目指します。

将来的な人口・ 財政状況を見通し、総合的かつ計画的に施設等の更新・ 統廃合・ 長寿命化を行い、財政負

担を軽減・ 平準化していく ことが必要です（ 公共施設マネジメントの取り組みの必要性）

 3 町合併による施設間の機能の重複や、稼働率の低い施設がある。

 本市が管理する公共施設（ ハコモノ） や、道路などの都市基盤施設（ インフラ） は、整備時期が施設類型ごと

に集中している傾向にあり、近い将来、更新時期が集中してく ることが予想される。

 税収の減、普通交付税の合併算定替の終了（ 平成32 年度） により、歳入額の減少が見込まれる。

 今後、人口減少や少子高齢化による人口構造の変化に伴う社会保障費の増加など、厳しい財政状況が続く こと

が予測され、また、社会環境の変化も含めたニーズの変化も考えられる中、公共施設等を現状規模のまま維持

管理することは極めて困難となる。

平成29 年度から平成58 年度までの30 年間

本計画に基づき、個別施設ごとの具体的

な対策内容や対策時期等に係る『個別施

設計画』を策定し、公共施設マネジメント

を実践していきます。

平成27 年度～平成56 年度の公共施

設等全体に要する更新費用の見通しと

して、総額約 1,239 億円、年平均で

41.3 億円と算定しており、これらは、

過去5 年間（ 平成21～25 年度）の平

均投資的経費約 40.5 億円と比べて大

きな財政負担となる。

第二次下野市長期財政健全化計画（ 平

成27 年3 月改訂版） では、生産年齢

人口の減少等による減収や、扶助費の

増加も想定され、施設に充てる経費（ 投

資的経費） の減少を見込んでいること

から、これまで以上に厳しい財政状況

が予想される。

維持管理に係る人員・ 予算は限られて

おり、計画的な管理が必要であり、行

政主体の取組には限度もあるため、民

間活力の導入や市民との協働等も必

要。

保健・福祉

インフラ長寿命化基本計画
（基本計画）【国】

下野市公共施設等総合管理計画

○ 第1章 計画の目的・位置付け等

○ 第2章 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する

基本的な方針（全体基本方針）

○ 第3章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針

（用途別基本方針）

○ 参考資料

（個別施設計画）

【公共施設マネジメントにおいて市が策定する範囲】

体育施設

道路

上水道

下水道

下野市総合計画

ハコモノ

学校教育 子育て

インフラ

国の『インフラ長寿命化基本計画』

に対する本市の行動計画

３．公共施設等に係るコスト縮減に向けた取組の必要性
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第２章 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針

Ⅰ.基本方針

全体調整や情報管理とともに、庁内各課間の調整・ 連携による管理施設に係る継

続的なデータ収集・ 分析や、マネジメントの実践、及び市民への情報提供・ 進捗

管理を実施していくことを基本とする。

公共施設マネジメントの体制のあり方を検討するとともに、施設管理や提供サー

ビスの効率化と市民サービスの向上の両立に取り組む。

Ⅳ.公共施設等の管理に関する基本的な方針

１．点検・ 診断等の実施方針

定期的な点検・ 診断等により、施設状態の詳細な把握を継続的に実施

する。

施設の特性等に応じた点検の頻度や方法、優先順位等を検討し、点検・

診断等を計画的に実施する。

点検・ 診断等で得られた情報は、電子データによって履歴として蓄積

し、個別施設情報として共有化・ データベース化を図る。

蓄積されたデータは統計的な分析を行うことで、個別施設計画に反映

する。

（ ３） 公共施設（ ハコモノ） の更新

更新時期の集中を抑制するため、修繕・ 改修等による長寿命化や優

先順位等を踏まえて計画的な更新を実施する。

更新計画の策定に当たっては、各施設の特性を踏まえた上で、近隣

施設や類似施設との機能統合を推進することで、複数施設の統合に

よる総量の削減を図る。

PPP・ PFIを積極的に導入することなどにより経費の削減を図る。

近隣市町との広域連携による施設の共有化などの手法についても積

極的に検討する。

２．維持管理・ 修繕・ 更新等の実施方針

（ １） 計画的な維持管理・ 修繕

施設の特性や点検・ 診断等の結果を踏まえて、施設ごとにメリハリの

ある管理水準を検討し、計画的に修繕を実施していくことで、中長期

的な経費の縮減と平準化を図る。

日常管理は、施設の維持管理の土台として徹底するとともに、民間企

業への委託や長期・ 包括・ 性能規定型の契約など新たな手法の導入を

検討し、日常管理の効率化・ 質の向上を図る。

新技術・ 新工法等の最新動向の適用性や、PPP ・ PFIの積極的な導入

なども検討することで、トータルコストの縮減を図る。

維持管理・ 修繕、更新等の実施年度や工事内容、工事金額等を工事履

歴として台帳等と一体的に記録・ 蓄積することを徹底し、個別施設計

画に反映する。

健全
当初の性能

健
全
性

劣化

経過年数

【事後保全型管理】
劣化が著しい段階で
大規模修繕等を実施

【事後保全型管理】
劣化が著しい段階で
大規模修繕等を実施

【予防保全型管理】
劣化が軽微な段階で
簡易な修繕等を実施

【事後保全型管理】
通常の寿命で更新を
実施

予防保全

事後保全
： 点検・診断の実施時

劣化が軽微な段階

劣化が著しい段階

【 予防保全と事後保全の比較（ イメージ図）】

修
繕
費
用

修
繕
費
用

年度 年度

先送り前倒し

先送り

先送り

前倒し

予算の平準化

【 年度支出額の平準化（ イメージ図）】

（ ２） 受益者負担のあり方

公共施設の貸室機能は、人件費を含めた維持管理コストに対し、施設

の目的や利用状況に応じた受益者負担になっているかを確認し、料金

設定や減免制度の見直し、無料施設の有料化など、利用者に負担を求

めることも考えられる。

施設利用者だけでなく幅広い市民の意見を聞きながら、施設の受益者

負担のあり方についても適切に情報を提供し、積極的に検討する。

（ ４） 都市基盤施設（ インフラ） の更新

予防保全による既存施設の長寿命化を図り、個別施設の特性や健全

性の実態、施設全体の中長期的な管理に係る経費の見通し等を踏ま

えて、個別施設の維持管理方針を検討する。

個別施設の具体的な長寿命化等の計画策定や既存計画の適宜見直し

を行い、更新時期の集中を抑制しながら、必要な更新は着実に実施

する。

必要に応じてダウンサイジング等により更新コストを削減すること

や、更新後の維持管理まで包括した委託などの官民連携による経費

削減方法の導入も積極的に検討する。

既存の新規整備計画についても適宜見直しを行い、将来的に維持管

理不能となることのないよう総量の最適化を図る。

更新前（例：5,000㎡） 更新後（例：4,000㎡）

公共施設

補完・拡充

多機能
トイレ エレベーター スロープ

など

【 更新のイメージ】

【 機能の補完・ 拡充のイメージ】

３．安全確保の実施方針

点検・ 診断等によって高度の危険性が認められた施設や、老朽化等

により供用が停止された施設は、安全の確保を最優先する。

学校や保健・ 福祉施設など多くの市民が利用する施設は、緊急的・

優先的に対策を講じる。

道路の陥没など、利用者や第三者に対する高度の危険性が認められ

るものは、速やかに利用を停止するなど、早急に対処する。

浸水想定区域内の避難所は、地域防災計画との連携を図りながら災

害時の安全確保に努める。

今後の利用の見込みがない施設は、侵入防止などの応急措置を行っ

た上で、早期に除却を行う。

インフラのマネジメント原則

市民生活や都市活動の基盤としての機能確保を最優先とし、施設の特性や健全性等

に応じたメリハリのある管理水準に基づく計画的な管理によって、経費の縮減と平

準化を図り、必要な新規整備・ 改修・ 更新等を着実に推進します。

公共施設等のあり方の基本方針

① 提供サービスの効率化と質の向上

市民ニーズや社会情勢の変化、今後の高齢化や人口減少に応じ、提供サービスの集

約化・ 重点化、内容の見直しや効率化に取り組むとともに、施設の利用改善及び提

供サービスの質の向上を図ります。

② 施設の安全性確保

耐震改修や老朽化対策等による施設の安全性の確保に取り組みます。

基本方針の実施にあたっての財政負担の縮減目標

今後30年間で、公共施設等の更新及び大規模改修に係る経費の20％を削減

ハコモノのマネジメント原則

「 建物」 ではなく 「 機能」 の提供を重視し、必要とされる機能の峻別と施設の集約

化により、施設の利用改善及び提供サービスの効率化と質の向上を図ります。

Ⅱ.公共施設等の管理における原則

コンパクトな市域
（市の特性の活用）

魅力的で、誰もが利用しやすい
公共施設や提供サービスの再編

統廃合や長寿命化 効率的な維持
管理・運営

ＰＰＰ・ＰＦＩの検討 様々 なアイデア・・・・

≪ ≫２０％削減の算出根拠 今後 30年間（平成 29～58年度）で公共施設の更新及び大規模改修に必
要となる経費（必要経費：1,290.3 億円）に対する投資可能額（1,019.7 億円）の不足額（270.6 億円）から
設定。

Ⅲ.全庁的な取組体制の構築及び情報管理・ 共有方策
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５．長寿命化の実施方針

事後保全から予防保全へ維持管理方針を転換する。

個別施設の特性や健全性の実態等により、長寿命化の対象施設を峻別しな

がら計画的な修繕等を実施する。

長寿命化の効果を高めるために、施設の清掃や維持・ 保守といった日常管

理を徹底する。

定期点検や補修工事のデータを履歴として蓄積し、分析することで修繕等

の最適な時期や工法（ 材料含む） を追求するなど、維持管理にフィードバ

ックする。

６．統合や廃止の推進方針

（ １） 公共施設（ ハコモノ） における統廃合

施設の持つ性能や利用度等を定量的に評価する施設アセスメントなど、各施設

の今後の利活用のあり方（ 維持、転用、更新等） を検討する。

統廃合は、PPP・ PFIを積極的に導入するなど経費の削減を前提とする。

近隣市町との広域連携の促進や民間の施設活用（ 借用） なども上手く組み

合わせることで、市民サービスを維持しながら施設の合理化と経費削減を

図る。

統廃合の推進に当たっては、各施設の所管等の横断的な統括・ 情報管理を

図るとともに、今後の個別施設の保全や更新の計画では積極的に統廃合や

多機能化を検討する。

（ １） 人材育成

技術職員や専門家による研修会等を実施し、高度な知識・ 技術を要する人

材の養成を行う。

全職員を対象とした研修等を通じて、公共施設等を経営する視点に立った

総量の適正化、保全的な維持管理及びコストに対する意識の向上に努める。

７．総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針

Ⅴ. フォローアップの実施方針

人口や財政等の与条件の変化に応じた基本方針等の見直し、公共施設マネ

ジメントの実践から得られた知見等のフィードバック、各個別施設計画の

俯瞰的な進捗管理の観点で、PDCA サイクルによるフォローアップを行う。

フォローアップによる見直しや拡充、整理によって、本計画の実効性を高

めながら、公共施設等の質と量の最適化による安全・ 安心なサービスの持

続的な提供の実現を達成する。

第３章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針（ 一部抜粋）

４．耐震化の実施方針

（ １） 公共施設（ ハコモノ） の耐震化

施設の集約化・ 統廃合などを検討し、当該施設を存続すると判断した場合

には、耐震診断及び耐震補強を進める。

耐震補強工事は、施設の構造や想定される使用目的・ 期間等に応じて適切

な工法を選択して実施する。

（ ２） 都市基盤施設（ インフラ） の耐震化

道路や橋りょう等は施設の崩壊が人命につながる重大な事故に発展する危

険性や、救助・ 復旧における物資や人員等の輸送機能が発揮されない可能

性があるため、優先順位を考慮して耐震化や必要な対策を進める。

インフラは施設類型ごとに具体的な方策も異なるため、各所管課が施設類

型別等で計画の策定や既存計画の適宜見直しを行う。

学校施設耐震化（施工中） 学校施設耐震化（施工後）

年度 年度

必
要
経
費

■ 法定耐用年数による既存更新費

■ 一律長寿命化した場合の既存更新費

一律長寿命化

一律に長寿命化し

ても更新需要の集

中（ 予算超過） は

解決しない。

■ 部材や施設の状態に応じて、周期を見直し
長寿命化した場合

工事の集中時期
が分散される。

【 耐震性向上の施工（ 公共施設の例）】

耐震管（施工中） 耐震管

【 耐震性向上の施工（ 都市基盤施設の例）】

【 長寿命化による更新費の平準化イメージ】

（ ２） 公共施設（ ハコモノ） の除却・ 処分

検討の結果、廃止すべきと判断されたハコモノは適時、利用を中止し、運

営経費の削減を図る。

他の市民サービスでの有効利用を検討し、最終的に活用見込みがないと判

断したハコモノは除却する。

公共建築物

公共施設

行政サービス
（ 機能）

（ 各所管課）

転換

公共建築物
（ 多機能化）

公共施設

行政サービス

（ 機能）

（ 所管課① ）

民間建物
（ 借用）

公共施設

行政サービス
（ 機能）

行政サービス
（ 機能）

施設不要
（ 民間サービス活用）

（ 所管課② ） （ 所管課③ ）・・・

設置の判断

建設の判断

施設設置の必要性の判断

施設保有の判断

【これまでの公共施設】 【これからの公共施設】

【 行政サービスと公共施設（ ハコモノ） の関係】

（ ２） 民間活用

公共施設等の維持管理・ 運営や、統廃合においては、民間活力を積極的に導

入し、経費の削減を図る。

（ ３） 多様な主体（ 市民、国、県、近隣市町村等） との協働

利用者（ 利用団体）、ＮＰＯ、市民ボランティア等との連携により、市民ニ

ーズを把握する取組を強化する。

市民と行政とが知恵と工夫を出し合える場や有識者等の意見を聴取する機

会の確保などを図る。

市民が利用する施設は、市民や地域、ＮＰＯ等が施設の管理運営に参画で

きる機会を拡充するなど、市民と行政との協働を進める。

国や県、近隣市町と広域的に施設を相互利用する、協働で維持管理運営を

行うなど、国や他自治体との連携による効率化やサービス向上を図る。

公共施設等総合管理計画の
実施状況の確認

課題抽出と改善対応策検討

公共施設等総合管理計画の
運用
各種データの収集

上位計画である総合計画と
の調整（ 反映）
公共施設等総合管理計画の
策定

P(Plan)
計画

D(Do)
実施

C(Check)
評価

A(Action)
見直し・

改善

【 ＰＤＣＡのあり方】

※例として「 コミュニティ関連施設」 と「 保健・ 福祉施設」 の施設類型ごとの
管理に関する基本的な方針を掲載します。その他の施設類型については、本編

を参照してください。

施設類型 用途別基本方針

コミュニティ

関連施設

（ 本編P.24）

 コミュニティ関連施設は、「 市民が主役のまちづく り」
を推進するうえでの地域の拠点であることから、地域の

実情や施設整備の経緯等を踏まえながら各施設のあり

方を検討します。

 将来人口や高齢化による需要動向等を踏まえ、計画的な
修繕・改修により長寿命化を図るとともに、老朽化の進

む施設については、他施設との複合化や統廃合を図りま

す。

 直営（ 複合）施設については、他機能との連携を図りな
がら、市民との協働などにより、維持管理・ 運営の効率

化を図ります。

 施設使用料の見直しなどにより、受益者負担の適正化を
図ります。

保健・福祉施設

（ 本編P.27）

 保健福祉センターについては、指定管理者制度等の民間
活力を導入し、効率的な維持管理を行うとともに、各施

設の特性を活かしたサービスの向上を図ります。

 老朽化の進む施設については、施設更新時に機能の必要
性を勘案の上、他施設の活用や統廃合、複合化、規模の

最適化等により効率化を図ります。


